
事 務 連 絡  

令和３年２月２５日  

 

 各 都 道 府 県 総 務 部 

 （人事担当 課 、 市 町村 担 当課 、 区 政 課 扱 い） 

 各 指 定 都 市 総 務 局   御中 

 （人事担当課扱い） 

 

 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課  

 

 

 

次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）に基づく 

行動計画策定指針の一部改正について 

 

 

 

 事業主における不妊治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進するため、行動

計画策定指針の一部を改正する告示（令和３年内閣府、国家公安委員会、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号）が公示され

たことを踏まえ、別添のとおり、令和３年２月 24日付子発 0224第１号により厚生労

働省子ども家庭局長から各都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長宛てに通知が

発出されましたので、参考までに情報提供いたします。 

 各地方公共団体におかれましては、別添通知を踏まえ、次世代育成支援対策推進法

第 19 条第１項に規定する特定事業主行動計画について、策定又は変更いただきます

ようお願いいたします。 

 また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨

周知いただきますようお願いします。 

 なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各

市区町村に対して、本事務連絡についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
連絡先 

公務員課公務員第四係 

電話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 

 



子発０２２４第１号

令和３年２月２４日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中核市市 長

厚生労働省子ども家庭局長

（ 公 印 省 略 ）

行動計画策定指針の一部を改正する告示の適用について

次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）第７条第１項に基づき、

行動計画策定指針（平成 26 年内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働

省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号。以下「策定指針」

という。）が定められている。

今般、「少子化社会対策大綱」（令和２年５月 29 日閣議決定）において、「不妊

治療について職場での理解を深めるとともに、仕事と不妊治療の両立に資する

制度等の導入に取り組む事業主を支援し、仕事と不妊治療が両立できる職場環

境整備を推進する。」とされていること等を踏まえ、事業主における不妊治療と

仕事が両立できる職場環境の整備を推進するため、行動計画策定指針の一部を

改正する告示（令和３年内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号）を本年２月 24 日付け

で別添のとおり公示し、令和３年４月１日より適用することとした。

主な改正の内容等については下記のとおりであるので、各位におかれては、御

了知の上、貴管内の市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。）に対

し、周知いただきたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の

規定に基づく技術的助言である。

記

第一 主な改正の内容について

一般事業主行動計画に盛り込む内容の改正内容（別添参照）を踏まえ、特定

事業主行動計画の内容に関する事項（策定指針八）に「勤務時間、休暇その他

の利用可能な制度の周知や管理職に対する意識啓発等を通じて、不妊治療を受

けやすい職場環境の醸成等を図る」旨を規定する。
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第二 特定事業主行動計画の策定について

次世代育成支援対策推進法第 19 条第１項に規定するとおり、特定事業主（国

及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものを

いう。）は、特定事業主行動計画を策定することとされているところであり、

都道府県においては全都道府県において策定されている一方、市町村における

策定率は 93.0％となっている（令和元年 10 月１日現在）。未策定の地方公共

団体におかれては、その策定に向けて努められたい。

また、特定事業主行動計画の計画期間については、策定指針七２において、

「平成二十七年度から令和六年度までの十年間のうち、一定期間を区切って計

画を実施することが望ましい。」こととされており、適時適切に策定又は変更

いただきたい。

（参考）

○ 行動計画策定指針（平成 26 年内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生

労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号）（抄）

七 特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

１ （略）

２ 特定事業主行動計画の計画期間

特定事業主行動計画は、経済社会環境の変化や職員のニーズ等を踏まえ

て策定される必要があり、計画期間内において、一定の目標が達成されるこ

とが望ましい。したがって、計画期間については、各機関の実情に応じて設

定することができるものの、平成二十七年度から令和六年度までの十年間

のうち、一定期間を区切って計画を実施することが望ましい。

３・４ （略）
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